
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　非磁性材から成る上面が開口した外容器と、該外容器の内側に密接に嵌合し、電磁誘
導加熱の原理により発熱する磁性金属から成る上面が開口した内容器と、を具備し、

前記外容器の熱伝導率が前記内容器の熱伝導率よりも低くなるようにした
ことを特徴とする電磁調理器用食器。
【請求項２】
　　内容器の開口端は、外容器の口唇部よりも下方に位置することを特徴とする請求項１
に記載の電磁調理器用食器。
【請求項３】
　　前記外容器が少なくとも２００℃の耐熱性を有する合成樹脂から成ることを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載の電磁調理器用食器。
【請求項４】
　　前記内容器がステンレスから成ることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか
１項に記載の電磁調理器用食器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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前記
内容器の外周面に外方に突出するとともに前記内容器の外周面に沿って開口端側に屈曲し
たリブを形成し、該リブが前記外容器に埋め込まれるように外容器と内容器とをインサー
ト成型し、更に



本発明は、電磁誘導加熱（ＩＨ；インダクション・ヒーティング）を原理として、内容物
の調理や加熱を行う食器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ＩＨ方式により、食器、鍋、やかん等を直接加熱する電磁調理器が知られてい
る。この電磁調理器は、火気を用いないためクリーンで安全性が高く、また、磁性金属か
ら成る鍋等を直接加熱するため加熱効率が良いという利点を有しており、近年広く利用さ
れるようになってきている。
【０００３】
この電磁調理器に用いられる電磁調理器用食器としては、電磁誘導によりジュール熱を発
生しないアルミニウム等の金属や陶器から成る食器本体に、電磁誘導によりジュール熱を
発生する磁性金属からなる発熱体を付設して構成されたものが一般的であり、例えば、陶
器から成る食器本体の底面に銀粉末を塗布したもの、アルミ製の食器本体の底面にステン
レスを圧着させたもの、陶器から成る食器本体の底面にステンレスの板を圧着させたもの
、等が知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の電磁調理器用食器は、発熱体となる磁性金属が食器本体の一部
分（例えば底面）にしか設けられていないため、内容物に対して熱が一様に伝わらないと
いう問題がある。熱が一様に伝わらないのでは、炊飯等の調理用途には適さず、その用途
は一旦調理した食品の再加熱にとどまってしまう。
【０００５】
また、食器本体として陶器やアルミニウム等の金属を用いた場合には、加熱された食品の
熱が該食器本体に伝導し、この熱のため食器に直接手や口で触れることが困難になってし
まうという問題がある。
【０００６】
さらに、食器本体として陶器を用いると破損の虞れが高く、一方でアルミニウム等の金属
を用いると使用者に与える印象が悪くなるという問題がある。
【０００７】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、電磁調理器で調理を行うことができ
るとともに、調理の後は他の容器によそうことなく調理に用いた食器のままで食事をする
ことができる電磁調理器用食器を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記問題点に着目して、電磁調理器用食器を２層構造とし、このうち内容
器をＩＨ方式で直接加熱可能で且つ熱伝導率の高い磁性金属で形成するとともに、外容器
を高い耐熱性を有するとともに内容器よりも熱伝導率の低い材質で形成することで、内容
器の働きにより内容物を均一に加熱することができ、外容器の働きで内容器の熱を遮断す
ることができることを見出して、本発明を以下に示すように構成した。
【０００９】
すなわち、本発明に係る電磁調理器用食器は、非磁性材から成る上面が開口した外容器と
、該外容器の内側に密接に嵌合し、電磁誘導加熱の原理により発熱する磁性金属から成る
上面が開口した内容器と、を具備し、前記外容器の熱伝導率が前記内容器の熱伝導率より
も低くなるようにしたことを特徴とする。
【００１０】
この構成によれば、電磁調理器により加熱を開始すると、電磁調理器が発生する磁力線に
より内容器に渦電流が発生し、この渦電流により該内容器の固有抵抗値に応じたジュール
熱が発生する。ここで、内容器が磁性金属で形成されているため、内容器全体がジュール
熱を発生することになる。したがって、従来のように食器本体の一部分に磁性金属を設け
たものよりも均一に内容物を加熱することができる。
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【００１１】
磁性金属の内容器自体は、加熱の際に手や口で直接触れることが困難なほど高温になる。
そこで、手や口に直接触れる外容器を内容器よりも熱伝導率が低い材質で形成することで
、食器に手で直接触れて食事を行うことができるようにしている。この際、内容器の開口
端を、外容器の口唇部よりも下方に位置するようにすれば、例えば汁物をすする際に食器
に直接口をつけても、口は外容器（特に口唇部）のみに触れ、高温の内容器に触れること
がない。
【００１２】
ところで、電磁調理器の加熱による内容器各部の発熱量は、電磁調理器に備えられたコイ
ル等の磁力線発生源と内容器各部との距離に応じて定まる。すなわち、磁力線発生源から
の距離が遠くなる程磁力線の密度が減少し、電磁誘導により発生する電流も減少するので
、結局のところ発生するジュール熱も減少する。そこで、このような磁力発生源からの距
離の相違による発熱量の違いに基づく加熱斑を減少させてより均一に内容物を加熱するた
めに、内容器は、熱伝導率に優れ、且つ、電磁誘導加熱により発熱するステンレスで形成
されることが好ましい。
【００１３】
上述したように、本発明に係る電磁調理器用食器は、内容物を均一に加熱することができ
るため、一旦調理された食品の再加熱だけでなく、炊飯等の調理用としても用いることが
可能である。このような調理を行う場合には、磁力線発生源に最も近い内容器の底部では
、温度が１８０℃近くまで上昇することが実験により明らかになった。そこで、本発明で
は、外容器が少なくとも２００℃の耐熱性を有するようにして、調理の際に外容器の変形
を防止するようにすると良い。
【００１４】
また、内容器の外周面に外方に突出するリブを形成し、該リブが前記外容器に埋め込まれ
るようにインサート成型すれば、内容器と外容器との間に内容物が進入することがなく衛
生的である。また、加熱時の熱応力や衝突時の外力等による変形やクラックの発生を防ぐ
ことができる。
【００１５】
さらに、前記リブを、内容器の外周面に沿って開口端側に屈曲するように形成すれば、外
容器とリブとの接触部位が比較的広く確保されるため、応力を分散させてクラックの発生
を抑制することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００１７】
まず、図１を参照するに、電磁調理器用食器Ａは、その底面が電磁調理器１の上面側に備
えられたコイル２に対向するように載置されている。電磁調理器用食器Ａは、上面が開口
しているすり鉢状の外容器３と、この外容器３よりも一回り径の小さなすり鉢形状の内容
器４と、の２層構造となっている。内容器４は、インサート成型により外容器３の内側に
密接に嵌合している。ここで、内容器４の外側にはリブ４ａが設けられており、このリブ
４ａの働きで熱応力による熱変形の発生を抑制して外容器３と内容器４との嵌合を確実な
らしめている。
【００１８】
内容器４はステンレス製であり、コイル２を流れる電流の変化によって電磁誘導加熱の原
理により発熱する。すなわち、コイル２を流れる電流の変化に伴って内容器４内部の磁力
線が変化し、この磁力線の変化により内容器４内部に渦電流が発生して、この渦電流のジ
ュール損失によって熱が発生する。電磁誘導加熱では、発熱体と磁力線発生源との距離が
近いほど発熱量が大きくなることが知られており、内容器４においては、その底部の発熱
量が最も多く、胴部の発熱量は底部よりも小さくなる。このような内容器４の各部間の発
熱量の不均一さによって内容物の加熱斑が生じてしまうことを防止するため、内容器４は
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熱伝導性に優れたステンレス製となっている。尚、内容器４の材質はステンレスに限られ
ず、電磁誘導加熱の原理により直接加熱可能な磁性金属であり、且つ、加熱斑が実質的に
生じないほど熱伝導率に優れたものであれば良い。この内容器４の肉厚は、電磁誘導加熱
により発熱しやすく、また、適切な温度で加熱できるように蓄熱量と放熱量との関係を考
慮して０．４ｍｍ程度とすることが好ましい。さらに、内容器４の内容物と接する内面を
フッ素加工等によりコーティングすれば、内容物の焦げ付きやこびりつきを防止すること
ができる。
【００１９】
　外容器３は、２００℃の耐熱性を有するポリブチレンテレフタラート樹脂製である。外
容器３の材質は、内容器４の材質よりも熱伝導率が低いこと、及び、電磁誘導加熱の原理
により発熱しない非磁性材であることの２つの条件をいずれも満たすように選択される。
上記ポリブチレンテレフタラート樹脂は、これらの条件をいずれも満たしている。また、
ポリ テレフタラート樹脂は、塗装が容易であるので、外容器３に例えば漆器調の
塗装を施すことで見栄えが良くなる。また、ポリ テレフタラート樹脂製であれば
、陶器に比べて破損しにくいという利点もある。
【００２０】
また、外容器３の底面には高台５が設けられている。電磁調理器１に載置した状態では、
この高台５の高さに応じてコイル２と内容器４の底面との距離が変化する。前述したよう
に、コイル２と発熱体（ここでは内容器４）との距離が近くなるほど発熱体の発熱量は増
加することから、高台５の高さを調整することで内容器４の発熱量を制御することができ
る。本実施形態では、調理に際して必要となる温度を考慮し、内容器４の底面の温度の上
限が１８０℃程度となる高さに高台５を設ける。
【００２１】
また、電磁調理器用食器Ａには、保温性向上や内容物を衛生に保つこと等を目的として、
必要に応じて蓋６をかぶせることができる。この蓋６は、手に取って着脱しやすいように
上側に把持部が形成されている。
【００２２】
ところで、図２を参照するに、内容器４の外周面の開口端付近には、外方に突出するリブ
４ａが形成されている。そして、外容器３と内容器４とは、このリブ４ａが外容器３に埋
め込まれるようにインサート成型されている。このインサート成型により、成型後の外容
器３には、そのリブ４ａと接する位置に凹部が形成される。
【００２３】
ところで、このような凹部が形成された部材では、その凹部に応力が集中する、いわゆる
ノッチ効果が発生するため、平滑材に比べて強度が低下する。そこで、リブ４ａを、内容
器４の外周面に沿って開口端側に屈曲するように形成することで、外容器に形成される凹
部の表面積を広くする。この凹部の表面積が広くなれば、熱や外力により生じる応力を分
散させることができるためクラックの発生を抑制することができる。
【００２４】
そして、外容器３の開口端付近には、汁物等をすする際に直接口をつける口唇部３ａが形
成されており、内容器４の開口端は、この口唇部３ａよりも下方に位置するようになって
いる。
【００２５】
このような構成の電磁調理器用食器Ａを用いれば、一人分の分量毎に調理を行うことがで
きる。例えば、電磁調理器用食器Ａを用いて米を炊く場合には、まず、内容物である米と
、この米の量に応じた量の水とを入れた内容器４を電磁調理器１に載置する。そして、コ
イル２に電圧を印可すると、内容器４、特にその底部が電磁誘導加熱される。そして、底
部の熱が胴部に伝導し、内容器４全体が炊飯に支障の無い程度に均一に加熱される。続け
て、内容器４を所定時間だけ加熱することでご飯が炊きあがる。
【００２６】
外容器３は、熱伝導率の低いポリブチレンテレフタラート樹脂をその材質としているので
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、電磁調理器用食器Ａを手で直に持って炊きあがったご飯を食すことができる。この際、
内容器４の外面は外容器３で覆われているため、高温の内容器４が直接手に触れることは
ない。
【００２７】
なお、汁物材料を予めゲル化させておけば、このゲル状の汁物材料を電磁調理器用食器Ａ
に入れて加熱することで汁物の調理を行うことができる。ここで、内容器４の開口端は、
外容器３の開口端付近に形成されている口唇部３ａよりも下方に位置するため、汁物をす
する際に口が高温の内容器４に直接触れることはない。
【００２８】
　続いて、本発明に係る電磁調理器用食器Ａは耐久性にも優れていることを説明する。本
発明者らは、下記の条件下で、ポリ テレフタラート樹脂で形成した外容器３と、
ステンレスで形成し、その外面にリブ４ａを設けた内容器４とをインサート成型した電磁
調理器用食器Ａの耐久性テストを行い、いずれの条件下においても、外容器３の外観の劣
化、内容器４のステンレスの変形、及び外容器３と内容器４との嵌合状態の劣化は起こら
ないことを確認した。
（１）耐熱水テスト
条件・・・沸騰した湯に試験品たる食器Ａを６０分間入れておく。この作業を１０回繰り
返す。
（２）耐熱テスト
条件・・・試験品たる食器Ａをオーブントースターにより１５０℃で４０分間加熱する。
この作業を１０回繰り返す。また、オーブントースターにより１８０℃で４０分間加熱す
る。この作業を５回繰り返す。
（３）急速加熱テスト
条件・・・試験品たる食器Ａをチルド室に３０分間入れておき、試験品自体を－３℃まで
冷やす。次に、－３℃まで冷やされた状態の食器Ａに沸騰水を満水まで注ぎ、急速に試験
品の温度を上昇させる。そして、その状態のまま常温で１０分間放置する。この一連の作
業を１０回繰り返す。
（４）耐衝撃テスト
条件・・・１．５ｍの高さから、傷防止のために１ｍｍの厚さの塩化ビニル製ラバーを付
けたコンクリート床の上に自然落下させる。この作業を５０回繰り返す。
【００２９】
尚、上述した条件は、食器として通常用いられる環境よりも非常に過酷な条件であり、本
発明に係る食器Ａは、これらの条件下での耐久テストにおいても劣化を生じないのである
から、非常に耐久性に優れたものである。したがって、一般の使用に際しては、支障が生
じることは稀であると考えられる。
【００３０】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、内容器の働きで内容物を均一に加熱す
ることができるとともに、外容器の働きで内容器の熱をある程度遮断しているので食器に
手や口で直接触れることができる。したがって、食材を入れた食器を電磁調理器用で加熱
することで調理を行うことができ、さらに、調理が終わった食器をそのまま手に持って（
つまり、他の容器に移すことなく）食事をすることができる。
【００３１】
かかる調理法は、一人暮らしの者が一人分の食事を作るために用いると便利である。また
、大量の調理が必要な給食サービスにおいてもサービスを受ける者の夫々に対して個別に
対応可能であり、常に出来たての状態、少なくとも温かい状態で食事を提供することがで
きて便利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電磁調理器用食器の一実施形態の構成を示す縦断面図
【図２】リブ近傍の拡大図
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【符号の説明】
Ａ　電磁調理器用食器
１　電磁調理器
２　コイル
３　外容器
４　内容器
５　高台
３ａ　口唇部
４ａ　リブ

【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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